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高付加価値・滞在型グリーンツーリズム実施体制構築業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 本要領は，函館市が実施する高付加価値・滞在型グリーンツーリズム実施体制構築業務の受託候

補者を選定するために行う公募型プロポーザルについて，次のとおり必要な事項を定める。  

 

１ 業務概要  

 (1) 件名  

  高付加価値・滞在型グリーンツーリズム実施体制構築業務 

 (2) 目的  

 本市の農業は，農業者の高齢化や後継者不足により農家人口や経営耕地面積の減少が続いて

いるが，一方で，近年，５４年ぶりに酒蔵が誕生したほか，世界的な知名度を有するフランス

の老舗ワイナリーが醸造施設の建設と醸造用ぶどうの圃場を展開するなど，新しい農業資源の

発現により，国内でも希有な日本酒・ワイナリーを核とした「高付加価値・滞在型グリーンツ

ーリズム」推進の素地が整いつつある。 

 令和６年度事業では，高付加価値・滞在型グリーンツーリズム商品造成事業として，モニタ

ーツアー等の実施を行い，本市の農業資源が高付加価値・滞在型グリーンツーリズムとしてビ

ジネスにつながる可能性を確認したところである。 

 本事業においては，高付加価値・滞在型グリーンツーリズムの実施体制を構築し，持続可能

な農村地域の活性化につなげることを目指すものである。 

 なお，ここでいう高付加価値・滞在型グリーンツーリズムとは，農山漁村地域における滞在

時間の拡大を通じて，第一次産業やその関連産業が生み出す多様で高品質なコト・モノ・トキ

の消費が促進され，旅行者／来訪者の高い満足と精神的充足が実現するとともに，それらと引

き換えに地域が享受する経済的，社会的恩恵が最大化されるツーリズムの形態を言う。 

 よって従来のグリーンツーリズムが前提とした安・短・団（安く，短時間訪問の旅行者を団

体で）ではなく，高・長・少（高価格，長時間滞在の旅行者を少数）を軸とした商品開発，誘

客戦略を展開するものである。 

 (3) 内容  

 高付加価値・滞在型グリーンツーリズムの実施体制を構築するため，ロゴ制作をはじめとする

ブランディング事業，運営組織設立に向けた関係者との意見交換会等のコンサルティング事業お

よび高付加価値・滞在型グリーンツーリズム商品の試験的販売事業の３つの事業を実施する。 

  ※詳細は，別紙「仕様書」のとおり 

 (4) 履行期間  

  契約締結日から令和８年１月３０日（金）まで  

 (5) 契約上限額  

  ４，４００，０００円（消費税および地方消費税の額を含む。）  
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   本業務に係る予算が可決・成立しない場合は，今回の企画提案による業務の執行は行わない

こととする。また，予算の減額があった場合には，内容等を変更することがある。 

   このことにより，プロポーザル参加者または受託候補者において損害が生じた場合にあって

も，市はその損害について一切負担しない。 

 (6) 業務担当部課  

  函館市農林水産部農務課（市庁舎４階） 

  〒040-8666 函館市東雲町4番13号 

  電 話 0138-21-3589 ＦＡＸ 0138-21-3585  

  e-mail noumuka@city.hakodate.hokkaido.jp  

  担 当 毛利，川口 

 

２ スケジュール  

 ・質問書提出期限     令和７年３月１０日（月） １２：００まで  

 ・質問，回答の公表    令和７年３月１０日（月）頃［ホームページ公表］  

 ・参加申込書提出期限   令和７年３月１３日（木） １７：３０まで  

 ・参加資格確認結果通知  令和７年３月１４日（金）まで  

 ・企画提案書提出期限   令和７年４月１４日（月） １７：３０まで  

 ・ヒアリングの実施    令和７年４月中旬 

 ・受託候補者決定     令和７年４月中旬～下旬 

 ・審査結果通知・公表   令和７年４月下旬 

 

３ 参加資格要件  

 企画提案に参加する者（グループ応募の場合は，構成員を含む。）は，次に掲げる要件をすべて

満たさなければならない。  

 (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。  

 (2) 函館市競争入札参加有資格業者指名停止措置要綱（平成5年4月1日施行）による指名停止を

受けていないこと。  

 (3) 函館市暴力団等排除措置要綱（平成23年9月30日施行）による入札参加除外措置を受けてい

ないこと。  

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者また

は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（会社

更生法にあっては更生手続開始の決定，民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けてい

る者を除く。）でないこと等，経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。  

 (5) 函館市の市税または消費税および地方消費税を滞納している者でないこと。  

 (6) 本プロポーザル審査委員会の委員が自ら主宰しまたは役員もしくは顧問となっている法人そ

の他の組織でないこと。  
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４ 質問・回答  

 本プロポーザルに関して質問がある場合は，様式１「質問書」を次のとおり提出すること。  

 (1) 提出期限   

  令和７年３月１０日（月） １２：００まで  

 (2) 提出先     

  １(6)に同じ  

 (3) 提出方法   

  電子メールによる  

 (4) 回答方法  

   市ホームページに掲載し，個別には回答しない。また，回答は，本要領の追加または修正と

みなす。なお，意見表明と解されるもの等には回答しないことがある。  

    アドレス https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025010700021/ 

 

５ 参加申込書の提出等  

 (1) 参加申込書の提出  

   参加希望者は，次のとおり参加申込書等を提出しなければならない。なお，期限までに参加

申込書等を提出しない者または参加資格要件に該当しないと認められた者は，このプロポーザ

ルに参加することができない。  

  ア 提出書類  

     (ｱ) 参加申込書（様式２）  

     (ｲ) 構成員調書（様式３）[グループで応募する場合]  

     (ｳ) 交付３か月以内の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書（写） 

     (ｴ) 誓約書（様式４）  

     (ｵ) 直近の財務諸表（貸借対照表および損益計算書）  

     (ｶ) 交付３か月以内の函館市の市税の納税証明書（写）[納税義務がある場合]  

     (ｷ) 交付３か月以内の消費税および地方消費税の納税証明書（写）  

     (ｸ) 委任状（様式５）［本店から支店・営業所等へ，参加申込および企画提案等について権

限を委任する場合］  

  イ 提出期限  

   令和７年３月１３日（木） １７：３０まで   

  ウ 提出先  

   １(6)に同じ  

  エ 提出方法  

   持参または送付による。送付の場合は上記イ必着とする。  

  オ その他  
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   １者が複数のグループの構成員となることはできない。グループ応募の場合は，構成員のす

べてが参加資格要件を満たす必要がある。構成員個別の書類（上記ア(ｳ)から(ｸ)）は代表者

が集約し，他の書類と併せて市へ提出すること。  

 (2) 結果の通知等  

   市は，提出された書類により参加資格の確認を行い，令和７年３月１４日（金）までに申込

者へ結果を電子メールおよび書面で通知する。参加資格を満たす者には，結果の通知と併せ

て企画提案書の提出を要請する。  

 

６ 企画提案書の提出  

 企画提案書の提出を要請された者（以下「企画提案者」という。）は，次に定めるところにより

企画提案書を作成し，提出するものとする。  

 (1) 提案内容  

次の事項について提案すること。  

  ア 企画提案者の高付加価値・滞在型グリーンツーリズム事業に関する事業実績 

  イ ブランディング事業の内容 

 ・ブランド名称（通称），ブランドコンセプト，ブランドメッセージ，ロゴおよびキービ 

   ジュアルの素案または類似実績 

  ウ コンサルティング事業の内容 

    ・組織設立に向けた協議スケジュール，協議方法，最終的な組織形態，構成員イメージ等 

    ・事業計画，収支計画策定に向けたスケジュール，事業の中心となる拠点施設の想定案等 

    ・その他参考となる類似実績 

  エ 高付加価値・滞在型商品販売事業の内容 

    ・商品案（仕様書の「令和６年度提案内容」参照），行程表，対象者，価格，募集体制等 

  オ 全体実施スケジュール 

  カ 提案価格（提案内容ごとの内訳を含む） 

  キ 本事業に係る人員配置などの管理体制等 

 (2) 企画提案書の提出方法  

  ア 提出様式  

   Ａ４判（Ａ３判の折込可）  

  イ 提出部数  

   (ｱ) 企画提案書［表紙］（様式６） 正本１部  

   (ｲ) 企画提案書          正本１部，副本５部  

   ※副本のうち３部（本プロポーザル審査委員会委員審査用）は，企画提案者の名称を消去ま

たは墨塗りすること。  

  ウ 提出期限  

   令和７年４月１４日（月）１７：３０まで  
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  エ 提出先  

   １(6)に同じ  

  オ 提出方法  

   持参または送付による。送付の場合は上記ウ必着とする。  

 (3) 企画提案書等の著作権等の取扱い  

  ア 企画提案書等の著作権は，当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。  

  イ 市は，プロポーザル方式の手続およびこれに係る事務処理において必要があるときは，提

出された企画提案書等の全部または一部の複製等をすることができるものとする。  

  ウ 市は，企画提案者から提出された企画提案書等について，函館市情報公開条例（平成13年3

月28日条例第7号）の規定による請求に基づき，同条例第７条に規定する非公開情報を除き，

第三者に開示することができるものとする。  

 

７ 企画提案の審査方法および評価基準  

 (1) 審査委員会の設置  

  企画提案の評価および最適提案者の選定を行うため，３名で構成された高付加価値・滞在型グ

リーンツーリズム実施体制構築業務に係るプロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）を設置する。  

  ※別紙「高付加価値・滞在型グリーンツーリズム実施体制構築業務に係るプロポーザル審査委

員会設置要綱」参照  

 (2) ヒアリングの実施  

  企画提案者を対象にヒアリングを実施する。 

  ア 実施方法  

   企画提案の内容について原則電子メールにより質疑応答を行うものとする。  

  イ 実施時期  

   令和７年４月中旬予定   ※詳細については，企画提案者に対し後日通知する。  

 (3) 審査方法  

  企画提案書およびヒアリングの結果を評価基準に基づき評価する方法とする。  

 (4) 評価基準  

  別紙「評価基準」のとおり  

 

８ 最適提案者の選定  

 審査項目ごとに，各委員（３名）の評価点を加算し，その合計値を，審査項目の評価点とする。

評価点の合計が最も高く，最低基準（得票率７０％）以上の１者を最適提案者として選定する。な

お，該当者が２者以上あったときは，審査項目（１），（２），（３），（７）の評価点の合計が

高い者を最適提案者として選定する。その場合においても，該当者が２者以上あった時は，審査委

員長に選定を一任する。 
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 すべての企画提案者の評価点の合計が７０点に達しない場合は，最適提案者を選定せず，本プロ

ポーザルの手続きを中止する。  

 

９ 審査結果の通知  

 市は，特別な理由がない限り，審査委員会で選定された最適提案者を受託候補者として決定し，

企画提案者へ次の事項を書面で通知する。  

 ・全企画提案者名  

 ・受託候補者名  

 ・企画提案者（通知の相手方）の順位  

 ・企画提案者（通知の相手方）および受託候補者の評価点合計  

 ・企画提案者（通知の相手方）および受託候補者の評価点内訳  

 ・審査委員会委員所属職氏名  

 

10 審査結果の公表  

企画提案者への審査結果通知後，函館市ホームページにおいて，次の事項を公表する。  

・全企画提案者名  

・受託候補者名  

・全企画提案者の評価点合計  

 ※受託候補者以外の企画提案者名は表示しない。  

 ※企画提案者が２者の場合，２位の者の評価点合計は表示しない。  

・受託候補者の評価点内訳  

・審査委員会委員所属職氏名  

 

11 契約に関する基本事項  

 (1) 契約の締結  

  受託候補者と当該業務について協議を行い，内容について合意のうえ，当該業務仕様書を作成

するものとする。 

  受託候補者は，当該業務仕様書に応じた金額の見積書を提出し，市が仕様内容を基に積算した

予定価格の制限の範囲内で，随意契約の方法により契約を締結する。  

 (2) 契約保証金  

  函館市契約条例施行規則第７条第２項第１１号を適用し免除とする。  

 (3) 契約書作成の要否  

  要する。  

 

12 失格事項  

 次のいずれかに該当した場合は，その者を失格とする。  
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 (1) 参加資格要件を満たしていない場合  

 (2) 提出書類に虚偽の記載があった場合  

 (3) 実施要領等で示された提出期日，提出場所，提出方法，書類作成上の留意事項等の条件に適

合しない書類の提出があった場合  

 (4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合  

 

13 その他 

 (1) 提出書類の作成，提出，ヒアリング等に要する経費は，提案者の負担とする。  

 (2) 企画提案書は，１者につき１提案に限る。  

 (3) 提出された書類は返還しない。  

 (4) 提出された書類は，企画提案者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。  

 (5) 企画提案書等に含まれる著作権，特許権など法令に基づいて保護される第三者の権利の対象

となっているものを使用した結果，生じた責任はすべて提案者が負う。 


